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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月８日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 大分県国東市安岐
あ き

漁港 

 国東市所在の大分空港飛行場灯台から真方位１８２°１,１６０ｍ

付近 

 （概位 北緯３３°２７.９′ 東経１３１°４３.８′） 

事故調査の経過  平成２６年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 作業船 かもめ、１４トン 

   ２６０－３２４８５大分、日興物産有限会社 

   １３.５０ｍ×４.８０ｍ×１.８４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、平成６年５月 

Ｂ 漁船 宝
ほう

盛
せい

丸、２.５トン 

   ＯＴ３－２７８２７、個人所有 

   ７.７０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和６２年２月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５２年６月２４日 

    免許証交付日 平成２４年５月２１日 

           （平成２９年１２月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年１０月１７日 

    免許証交付日 平成２２年５月７日 

           （平成２８年１月１６日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首防舷材に擦過傷 

Ｂ 左舷船首のカンヌキ及び錨台に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、潜水作業員２人を乗せ、平成２

６年１月８日０５時００分ごろ、大分空港誘導灯付近での深夜工事を
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終え、国東市安岐漁港の作業船溜
だ

まりに向かった。 

 船長Ａは、操舵室で操船に当たり、安岐漁港に接近し、約４ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）により、船首で潜水作業員２

人に見張りに当たらせるとともに、携帯照明灯で左舷前方の作業船溜

まりの入口角を照らさせながら、防波堤に沿って西進し、入口角手前

で左転したところ、ショックを感じ、０５時３０分ごろ、大分空港飛

行場灯台から真方位１８２°１,１６０ｍ付近において、Ａ船の左舷

船首がＢ船の左舷船首に衝突したことを認めた。 

 船長Ａは、前方には船舶はいないものと思い、潜水作業員に照明灯

で左舷船首方の作業船溜まり入口角を照らさせていたので、入口角に

注意を向けていた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、防波堤に沿って東進中、船長Ｂ

が、操舵室で操船に当たり、左舷船首方に防波堤の外から西進してい

る２隻の漁船の灯火及びそれらに続いて西進するＡ船の灯火を視認し

たので、３隻を左舷船首に見て約２kn の速力としていたところ、Ａ船

が作業船溜まり入口で左転し、左舷船首とＡ船の左舷船首とが衝突し

た。 

 船長Ｂは、漁船２隻に続いて航行するＡ船も漁船だと思っていた。

船長Ｂは、操舵室後方右舷側で操船していたが、衝突のショックで

バランスを崩し、頭部が操舵室構造物に当たった。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、お互いの連絡先を取り交わし、Ａ船及びＢ船

は定係地に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 日出時刻 ０７時１７分（大分県大分市大分港） 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船は、マスト灯、両舷灯及び船尾灯の灯火を表示してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、安岐漁港において、作業船溜まりに向かおうとして西進

中、船長Ａが、前方には船舶はいないものと思い、作業船溜まり入口

角付近で左転したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、潜水作業員に照らさせていた左舷方の作業船溜まり入口

角に注意を向けていたことから、Ｂ船に気付かず、左転したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、安岐漁港を東進中、船長Ｂが、西進するＡ船等を左舷船首

方に認めたが、漁船と思っており、作業船溜まりへ向かうとは思わず
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に航行を続けていた可能性があると考えられ、Ａ船が作業船溜まりへ

向けて左転したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、安岐漁港において、Ａ船が作業船溜まりに向かお

うとして西進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、前方には船舶はいないも

のと思い、作業船溜まり入口角付近で左転したため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・入出港の際は、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


